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内閣官房 行政改革推進本部事務局 



○出席者 

 司 会：市川次長 

 評価者：佐藤評価者（とりまとめ）、赤井評価者、石田評価者、永久評価者、水上評価

者 

 府省等：厚生労働省、財務省主計局 

 

○市川次長 それでは、次のテーマ「介護報酬改定における介護職員の処遇改善と社会福

祉法人のあり方」についての議論に入りたいと思います。 

 今、画面のほうでは対象事業の１枚のフリップが映されているかと思いますが、いずれ

も介護給付関係の予算でございます。 

 これについて、まず事務局、参事官から事業内容・論点の説明をお願いします。 

 

○事務局 介護職員の確保は非常に大事な課題でございます。平成24年度には149万人の介

護職員の方がおられますが、これが平成37年度には90～100万人増加するという見込みとな

ってございます。 

 他方、入職者が多数おられる一方で離職者も非常に多いというのが実態でございます。

入職者25万人前後の中で離職者も22～23万人という中で、毎年２万人程度の増にとどまっ

ているという状況でございます。 

 このような中で、介護職員の方の賃金増等によって処遇改善をすべきという御議論があ

りまして、それをしっかりと進めていく必要があると思いますけれども、やめられた方々

の理由を見ますと、法人・事業所の理念や経営のあり方に不満があったとか、あるいは将

来の見込みが立たなかったという理由を挙げておられる方も多くいらっしゃいます。 

 こうしたことを考えますと、賃金改善も大事でございますけれども、あわせて人材の裾

野拡大や多様な人材の参入促進のために、いろいろな施策を通じて総合的な推進を図って

いく必要があるのだろうということでございます。 

 しかしながら、厚生労働省の行政事業レビューシート、これは各府省におきまして、そ

れぞれの事業がどんな効果があって、どんなところに進んでいくのかということを示すレ

ビューシートでございますけれども、ここにつきましては、こういった介護職員の確保の

ためのビジョンなり、計画なり、あるいはその成果なりということは全く記載されており

ませんで、しっかりPDCAが回っているとは言いがたいような状況にあるのではないかと考

えてございます。これがまず１つ目の論点です。 

 次でございますけれども、介護報酬改定が来年度にございます。今それに向けてさまざ

まな議論が行われておりますけれども、１つは、介護職員の方々の賃金はしっかり手当て

していく必要がある一方で、サービスを提供している事業者の方々はどうかという点でご

ざいます。 

 左側の棒グラフは事業者数ベースで見ました社会福祉サービスを提供する方々でござい
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ますけれども、通所介護、訪問介護、さまざまな分類がございます。 

 右上のほうに「特養」とございますけれども、この９割が社会福祉法人でございます。

社会福祉法人には6,000法人に約２兆円の内部留保があると言われております。数量で見ま

すと非常に小さいのですけれども、右側の円グラフの総費用ベースで見ますと、介護老人

福祉施設が約２割のプレゼンスになっておりまして、一法人当たり扱う金額が非常に大き

いということが見てとれるかと思います。 

 内部留保がたまっているということで、収入が過大ではないかという御議論はあります

けれども、これは社会福祉法人に限った問題ではございません。 

 次のページをごらんいただきたいと思いますけれども、介護サービスの収支差率という

ことで、特養以外のサービスを提供している事業者の収支差率もあわせて出しております。 

 中小企業、全産業はそれぞれ2.2％、４％となる中で、通所介護につきましては10.6％、

介護老人福祉施設（特養）の収支差率は8.7％、全サービスの加重平均では８％程度となっ

てございます。 

 このような中で、来年度の介護報酬改定に当たっては、こういった事業者の収支差等の

状況もしっかり踏まえながらその水準を決めていく。要すれば、抑制的な扱いが必要では

ないかということでございます。 

 最後の論点でございますが、その下に「内部留保の社会貢献活動への活用」という絵が

ございます。現在、厚生労働省のほうでは、社会福祉法人にたまりました内部留保の活用

策について議論をされております。地域公益活動を義務化して内部留保を使っていくとい

うことでございます。 

 寄附や自己収入でたまった内部留保であれば、こういった活動に使うのはまだしも、も

ともと国費由来、公費由来でたまった内部留保をいかに使うべきかということを考えます

と、やはり基本的には国庫に返納するとか、あるいは事業に充てるのであれば、公費に充

たっている事業に使っていくということが基本なのではないかと考えるわけでございます。 

 以上をまとめました論点をお手元に配付しておりますが、読み上げは省略させていただ

きます。 

 以上でございます。 

 

○市川次長 次に厚生労働省から、この３つの論点それぞれに沿った形での御説明を７分

以内でお願いいたします。 

 

○厚生労働省 初めに介護報酬改定全般の考え方、今の処遇改善に係る部分を含めて御説

明します。 

 １ページ目でございますが、まず、介護職員の処遇改善に関する対応、その問題意識・

課題意識があらわれているものとしまして、直近で「基本方針」、これは「骨太の方針」

でございますけれども、先ほどもお話がございましたが、これは「介護報酬・診療報酬等」
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となっていますけれども、安定財源を確保しつつ介護職員の処遇改善、地域包括ケアシス

テムの構築を進めていくということでございます。 

 成立いたしました法律の中でも、平成27年４月１日までにということですけれども、こ

れは財源の確保も含めて検討を加えて、それに基づいて必要な措置を講ずる、となってお

ります。こういったことを受けまして、現在、改定の基本指針をお示ししておりますけれ

ども、現在、改定作業が進行中でございます。 

 ３つ柱をお示ししておりますが、これは本日に関連する部分だけ抜粋でございますけれ

ども、３つあるうちの第２の視点と掲げさせていただいておりますが、介護人材は必要不

可欠な社会資源でございまして、先ほどのお話にもありましたが、確保は重要です。その

中で基本的には事業者の取組、これは雇用管理の改善とか事業者みずからの意識改革も含

めましてですけれども、そういった取り組みが促進される仕組みを構築していくというこ

とを大きな視点と掲げて、今、具体的な議論を進めております。 

２ページ目ですが、PDCAということで、私どもとしましては、処遇関連の施策をこれま

で、少し長い目で見ていただきますと、大きく３点実施をしておりまして、１つは、前々

回の報酬改定でございますが、処遇改善を一つの大きな視点として、このとき大きな改定

を行いました。 

 報酬改定以外にも処遇改善交付金ということを実施いたしております。そして平成24年

改定で、この処遇改善交付金を加算という形で制度化しています。 

 これらにつきましては前後の比較をいたしておりまして、実績値、これは平均値ではご

ざいますけれども、処遇がどう変わったかということは基本的にはモニターをさせていた

だいているということでございます。 

 おめくりいただきまして、処遇を実際にどう改善するかという仕組みが具体的な加算の

方式でございまして、詳細は省略をさせていただきますけれども、一定の要件を課しまし

て、事業者がこの資金を得て処遇を改善するという仕組みでございます。 

 こういったことも含めまして、４ページ目ですが、介護報酬改定全体の仕組みでござい

ますけれども、基本的には一定のスケジュールを組んでやっております。 

 ４ページは今年度の議論でございますけれども、大きく前半、後半と分けておりますが、

最初に総論的なこと、事業者のヒアリングを行います。 

 それから後半で各論に入りまして、さまざまなサービスに関する現状とか課題、実態に

ついて議論いただき、それぞれにつきましてある程度の議論を深めた後に、最終的に予算

編成過程を経て諮問・答申を行い、改定を実施するということでございますけれども、こ

の中で、めくっていただきまして５ページ、先ほどもお話がありましたが、各サービスご

との目安として収支差がどのようになっているのかという状況を改定ごとに数字をとって

おります。 

 ただ、御留意いただきたいのは、この数字だけで改定を行うということではなく、これ

はサービスごとの収支の状況でございますので、これを参考にしつつも、めくっていただ
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きまして６ページでございますが、介護報酬改定全体について申し上げますと、さまざま

な課題について前回の改定を実施したとき、あるいは改定の議論のときに、その後検討が

必要だということについて、その都度整理をしております。 

 前回の改定が終わった後で次回改定まて具体的に３年ほどの期間がございますので、さ

まざまな調査・研究を行ってサービスの動態を見て、そのエビデンスを踏まえながら介護

給付費分科会で検討を行い改定を行う。我々としては一応、こういうPDCAサイクルにのっ

とってやっているということが実態でございます。 

 

○厚生労働省 続きまして、７ページになりますけれども、介護人材の確保に関して定量

的な目標を定めて、時間軸に沿ってどう計画的に政策を展開していくのかということにつ

いて、ことし６月から議論をしております。 

 年内あるいは年度内にはそういった方向性について、プラン、デザインを描いていくと

いうことで検討しておりまして、その検討過程の現在の状況というものを一つ出したもの

がこの「2025年に向けた介護人材・介護業界の構造転換（ビジョン）」というものです。 

 2025年に向かって選ばれる業界にする。そして選ばれる事業所になっていくということ

を進めていくということで、ここの図にありますように、今の介護人材というのは、まん

じゅう型でオレンジ色の専門性のある人材と青色の専門性の薄い人材が混在をしている状

態です。将来展望やキャリアパスの見えない、早期離職が多いというような状況から、2025

年に向けては構造を変えていく。富士山型にしてより専門性の高い方向に引っ張り上げて

いくということと、より裾野の広い人材を巻き込んでいくということをやっていきたいと

思っています。 

 すなわち、量と質の両方を同時達成するということで、下にありますように、参入促進、

労働環境・処遇の改善、資質の向上、この３つのアプローチから①～⑤に掲げているそれ

ぞれのベクトルで施策を進めていく。そして一番右にありますように、役割分担、国・自

治体・事業主それぞれの取り組みを進めていく環境整備をしていくということで、今後、

具体的な手段、時間軸、工程を今後明らかにしていくということを進めております。 

 

○厚生労働省 続きまして、８ページを御説明いたします。 

 社会福祉法人は、規制改革実施計画の閣議決定に基づきまして全般的な改革を行ってお

ります。 

 今回、議題となっております点につきまして御説明いたしますと、財務規律についても、

公益性を担保するものを確立しようとしています。基本的には適正かつ公正な支出管理を

行いまして、その上で利益が出た場合は内部留保になりますが、内部留保は既に事業の資

産などになっているものもあり、余裕財産を示したものではないと考えられますので、こ

の中で余裕財産は何かということを作業的に出します。 

 それらにつきましては再投下の対象にするということでございますが、一般的に市場で
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得られました利益の蓄積は、株式会社であれば配当あるいは他分野への投資になります。

しかしながら、社会福祉法人は配当等は禁じられておりますので、これは福祉サービスを

通して地域や社会に還元することが使命と考えられます。 

 この内容でございますが、再投下計画を通しまして、これを地域に還元するというのが

今回の仕組みでございます。 

 その中で２つに分けておりますが、地域公益活動というのは規制改革実施計画におきま

して掲げられました社会貢献事業でございます。いわゆる制度の対象となっていないなど

によりまして、他の経済主体では提供されないようなサービスをすべしということが社会

福祉法人のイコールフッティングの観点から閣議決定されております。 

 そういうものは公費も含めたさまざまな財源の事業でございまして、これは今までも行

っているものでございます。 

 いずれにしましても、福祉サービスと地域公益活動のいずれも社会福祉を目的とする事

業でございまして、事務局において御用意いただきました資料の場合は、社会福祉活動が

社会福祉事業だけになっているようでございますが、これは異なりまして、社会福祉事業

はいわゆる定型的な事業、公益事業に当たらない社会福祉に関する事業でございます。 

 具体的には、例えば相談事業、子育て支援事業などは公益事業として行われております。

こうしたものを基本的には規制改革実施計画の中で定められたとおり、例えば、生計困難

者に対する無料・低額の福祉サービスとか、生活保護世帯の子どもへの教育支援、高齢者

の生活支援などを行う形であります。こういうものを閣議決定に従いましてきっちりやっ

ていくというのが今回の性格でございます。 

 いずれにしましても、地域公益活動というのは、既に社会福祉法に基づきまして、全国

津々浦々の社会福祉法人が、例えば虐待の問題とか養護施設の問題、あるいは独居高齢者

に対するサービスなど、制度では対応できないものを経営努力の中で出た利益を投じまし

て行っているものでございまして、これをむしろ義務化してきっちりとやっていくことが

イコールフッティングの観点からの社会福祉法人の責務だというのが今回の閣議決定です。

それに従いましてきっちりやっていくという次第でございます。 

 以上でございます。 

 

○市川次長 ありがとうございました。 

 視聴者の皆様、お聞きになってわかるかと思いますが、本日の論点は、論点１、２、３

と進むに従って重くなってまいります。 

 したがいまして、論点ごとに議論していただきたいのですが、なるべく最初の論点のほ

うは短時間で効率的に行っていきたいと思います。 

 まず、論点１「介護職員確保に向けて、賃金改善に加え、職場環境や人材育成などを包

括した明確で具体的なビジョンはあるのか」という論点につきまして御議論いただければ

と存じます。よろしくお願いします。 
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○佐藤評価者 介護職員の処遇改善加算というのがあって、厚労省さんの資料の３ページ

になると思うのですが、算定要件の一つにキャリアパスの要件として（１）ないし（２）

というのがあるのですけれども、（１）は何となくわかるのですが、（２）に資質向上の

ための研修の機会というのがあると思うのです。 

 これが最終的に目指しているのは賃金の改善であって、ある意味キャリアパスも職能の

向上だと思うのですが、ここの部分について、以前、説明会でもお話しいただいたと思う

のですけれども、具体的にどういう形の研修が行われていて、最終的にそれがどうして介

護職員の賃金の向上につながっていくのか。その道筋というのがはっきり定められている

のかどうかということについて教えていただけますか。 

 

○厚生労働省 研修の要件を定めている理由ですが、それは介護職員の方々もさまざまな

専門性がございますし、例えば医療系の専門職もおりまして、それぞれサービスを提供す

るに当たって一定の必要なスキルがあります。 

 個々の具体的な研修というのは詳細に定めておるわけではございませんが、ここで念頭

に置いておりますのは、やはり介護のサービスを提供するスキルが客観的に評価できるよ

うになることが最終的なゴールですけれども、実際に従事されております専門職とか、あ

るいはサービスを提供する事業者さんが、スキルを上げていくということを責任を持って

行うことが処遇改善の前提になりますので、まずはそのことに取り組んでくださいと。そ

の内容について必ずしも定型化されていない部分もありますので、これは職種ごとにかな

り幅がありますから一概に規定することはしておりませんけれども、それぞれの事業者さ

ん、それぞれの職種において、おおよそこういったことが必要だよねということをステッ

プを踏んでやってくださいという理念的な内容でございます。 

 

○佐藤評価者 理解を確認したいのですが、こういう研修は、職種によってもちろん違う

のはわかるのですけれども、何らかのひな形みたいなものを厚労省あるいは都道府県のほ

うで持っていて、それを実行させているという理解でいいですか。それとも基本的には事

業者任せという感じなのですか。 

 

○厚生労働省 これは、先ほど申し上げましたように、今、とりまとめの方がおっしゃい

ましたが、基本的には事業者のほうに委ねられております。一つには職種で幅が違う、専

門性のスキルも段階も違う。技術におきましても、その都度変化し得るものでございます

ので、一概に私どもでひな形みたいなものをお示ししているわけではございません。 

 

○佐藤評価者 最後に、コメントになってしまいますが、もちろん研修を通じてサービス

の質を上げるというのは大事なことですけれども、ここでの目的は多分サービスの質の話
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ではなくて、職員の技能、つまり彼らのためのキャリアアップなのですよね。そのために

これは加算をわざわざしているわけですから。ですから、キャリアアップにつながってい

くということが明確にならないと、何となくイメージとしてサービスの質が向上しました

だけでは話は済まないのかなと思いました。 

 

○市川次長 ありがとうございました。 

 ほかに御質問、御意見等々ございますか。 

 水上先生、お願いします。 

 

○水上評価者 この介護福祉の市場というのは、今の時点でかなりたくさんの人がやめて

いる業界だと思うのですけれども、そのボトルネックというか、たくさんの人が離職して

いく理由みたいなものというのはどうなるのでしょうか。 

 

○厚生労働省 今、介護職種については離職率が16.6％ということで、産業計の15.6％よ

りは１％高い状況です。 

 やめる理由はいろいろ混合された理由があると思います。それに関して、お配りした机

上配付資料の中の93ページをごらんいただきますと、一つその取っかかりとなるようなデ

ータが入っています。これは介護福祉士の方がやめる理由のアンケートの結果です。 

 こちらを見ていただくと幾つかの要素がありますけれども、結婚、出産、育児が一つの

契機になっているということが１つ、２番目、３番目のように法人・事業所のマネジメン

ト、人間関係などについての理由、その次が収入、それから個人的な心身の不調、労働時

間、こういった理由が混合されています。 

 したがって、介護業界の場合、年齢や性別さまざまな方が混合して働いている業界です

ので、それぞれの事情に応じてやめておられるという理解です。 

 

○水上評価者 現実、数字的には今後の介護需要の増加に対して、介護を実際にやってい

ただく介護福祉士の方というのは、厚労省的には十分に確保できる見込みが立っていると

いう理解でいいですか。 

 

○厚生労働省 今後、介護福祉士をどうしていくのかということで、250万人、2025年とい

う数字があります。その中で、介護福祉士については５割を目標とするということをさき

の審議会の中で一つ方向性として提示をさせていただいています。今は４割強の状況です。

ここから１割上げていくということについては、現在、介護福祉士については就業率が大

体６割ぐらいでして、潜在の介護福祉士の方が相当いらっしゃるので、そういった方々の

掘り起こし対策をやることによって５割を達成していきたいと思います。 
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○水上評価者 現時点で資格としては介護福祉士になれるのだけれども、介護福祉士を実

際にやっていないという人が結構いる。そこを改善していくとすると、基本的には待遇改

善というのがやはりかなり軸になってくるということになりますか。 

 

○厚生労働省 先ほどありました職場をやめた理由の上の部分に、オレンジ色、ピンク色、

緑という形で回答の内容をカテゴリー分けしています。こういった部分について、それぞ

れアプローチをしていく。その一つに収入の問題もありましょうし、事業主のマネジメン

トの問題もありましょうし、それを同時達成していくということが必要だと思います。 

 

○水上評価者 何かすごく総花的な話なのですけれども、結局、何を変えるのが一番きい

てくるファクターになると思っているのですか。 

 

○厚生労働省 優先順位はこの中で個々人の状況によってさまざまですので、一律に言う

のは難しいと思います。ただし、この上位に上がっている問題がボトルネックになってい

ると思いますので、ここにアプローチをしていく。 

 例えば結婚、出産、育児であれば、それを契機にしてやめないような方策を講じる。あ

るいは２番目、３番目であれば、事業主のマネジメント能力を向上することを支援する。

収入が少ないという部分については、直接的に収入の問題がありましょうし、次の心身の

不調、労働・勤務体制といったあたりには、シフトを組み合わせる事業主の働き方をつく

っていく。あるいは負担を減らすような仕事の仕方を普及させていくということを組み合

わせていくのが大事ではないかと思います。 

 

○水上評価者 収入をふやそうとしますよね。例えば収入を２万円ふやそう、３万円ふや

そうとしたら、どうしたらふえると考えているのですか。 

 

○厚生労働省 もちろん事業主の立場からすると、事業主に入ってくる報酬のレベルとい

う問題も一つあるでしょうし、また、介護職員それぞれの方に着目をすれば、より長く働

く、よりキャリアアップをしていくということを、先ほどの研修で専門性を上げるという

ことでサポートしていくということが大事ではないかと考えます。 

 

○佐藤評価者 これはもう少し実態を分析する必要があって、話を聞いていると、どこま

でがいわゆるサービス産業の問題なのか。一般的に今、話題のいわゆるブラック企業も含

めて、サービス産業というのはどうしても職場環境が劣悪になって、賃金が低くて、キャ

リアの展望が見えなくて、なかなかちゃんとした労働規約がなくてという。どこまでがそ

ういう中小企業というか、サービス産業固有の問題なのか。でも、これは多分サービス産

業の問題ですよね。どこまでが実は介護にかかわる話なのかというのがはっきり見えない。 
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 次に問題になるのが、では厚労省さんは何ができるのですかという話で、一般的な労働

環境の整備ということであれば、これは介護事業者に限らない話だと思うのですよね。で

も、介護事業であるがゆえに何が特殊な問題で、それに対して厚労省さんは一体どんな政

策・手段を持っていて、それに対応していくのか。その辺をちょっと整理してお話しいた

だけると助かります。 

 

○厚生労働省 この問題については幾つかの要因が混合されていて、そもそもこの業界が

フラグメントしているので、すごく零細企業が多い。これに対してのアプローチというの

がある。これが一つ。 

 介護固有の問題構造がある。これに対してどうアプローチするかというのが一つありま

す。それに関しては、やはり介護の業界の構造と人材の構造の両面をアプローチしていく

必要があると考えています。 

 さまざまなアプローチを同時に行う必要があるので、かなりまた総花的になるのですが、

きょう、最初にプレゼンさせていただいた７ページのところで書かせていただいた、先ほ

どはしょりましたけれども、この下に書いてある①～⑤のアプローチをやっていく必要が

あると考えています。 

 すなわち「①すそ野を拡げる」、参入促進をするということ。 

 「②長く続ける」、定着促進を図っていくということ。このためには、介護の場合は、

負担をどう軽減するかとか、介護職員のモチベーションを高めるためのマネジメントをど

うするかといったことがあります。 

 「③道を作る」はキャリアパス。この部分も介護の業界ではまだ未熟で、介護の専門性

をどう高めて、自分が働いてどうキャリアパスをたどっていくのかが見えにくいというの

で、それをつくっていく。 

 「④山を高くする」で専門性の高度化。今、介護福祉士というのがありますけれども、

そこの専門性に対しての社会的な認識もまだ十分とは言えないので、それを高めていく。 

 最後に「⑤役割を分ける」で機能分化。上の山に点々を入れていますが、さまざまな人

材がごちゃごちゃになっている状態ではなくて、これからはそれぞれ意欲と能力に応じて

人材層を区分していって、それらに応じた教育、キャリアパス、評価をしていくという方

向性が大事だと考えています。 

 

○市川次長 第１の論点について、シートの記入を進めてください。 

 永久先生。 

 

○永久評価者 今、いろいろネットで調べてみたのですが、この退職の理由というのは一

般企業と余り変わらなくて、結婚とかそういうのは別にして、上司・経営者の仕事の仕方

が気に入らなかったというのがトップになっているのですけれども、２番目になっている
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「法人・事業所の理念や運営の在り方に不満があった」というのとほとんど一緒ですし、

同僚、先輩、後輩とうまくいかなかったとか、給料が低かったとかというのも同じような

順番で出ているのです。 

 ですから、この調査というのは、現実の課題を把握するためにはまだ何か一般的過ぎて

しまって、この調査をするにはもう少し業種に特有の質問項目等をつくって調査しないと、

本当にやめる理由というのがわからなくて、収入が低かったとここで出てくるから収入を

高く上げようとか、ちょっと短絡的な感じが否めないのですけれども、その点については

いかがお考えですか。 

 

○市川次長 すみません、続けて赤井先生も。 

 

○赤井評価者 この資料の７ページとかで説明をされたのですが、これまで処遇改善のた

めに平成21年度、24年度とか、７ページにも長期的なプランがあるのですけれども、実際、

平成21年度からなされてきて、どのぐらい改善されて、それが賃金だけではなくて、こう

いうようなアンケートも含めてどのように変わってきて、今後、それを踏まえてどう向か

っていくのかというところが見えないので、そこを教えてください。 

 

○市川次長 御回答をお願いします。 

 

○厚生労働省 前者について、御指摘いただいたとおり、このアンケートについては、非

常に多くの人たちを対象としているので、やはりかなりまだ目が粗い部分があると思いま

す。そのために全体のサーベイをするだけではなくて、例えばグループインタビューをす

るとか、そういったことも組み合わせてやっていく必要があります。 

 個々のテーマについて、確かに人間関係が悪いといっても、どういうところなのか、ど

こがボトルネックになっているのか、もっとクリアに同定していくという作業は必要です。 

 そこは現在進行形になりますけれども、さまざまな研究費なども活用して、今、個別の

イシューについて、どういう問題構造が背景にあって、そこの中で介護特有の要因がどこ

にあり、おっしゃっていただいた一般的な零細企業に見られる要因がどこにあるのかとい

うところを仕分けしていくということはやっていきたいと思います。 

 

○厚生労働省 平成21年に実施をいたしました処遇改善にフォーカスを当てた報酬改定に

ついていいますと、例えばお手元の今の資料でございますと、私どもとしては処遇、給与

の増減だけではなくて、ページではなくてコマかもしれませんが、スライドの40ページ、

41ページ、42ページ、これは一部抜粋でございますけれども、給与以外の全般的な処遇に

つきまして、どのような改善状況にあるのかということも調査をさせていただいておりま

す。 
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 先ほどの説明にもありましたとおり、一つこの施策だけが全ての効果とか、逆にこの施

策を変えることで全てが変わるということではもちろんないのですが、処遇の側面で給与

以外のものについて見ますと、やはり取組にまだ改善の余地がある。 

 その中で、例えば41ページについていいますと、教育・研修をどのように実施している

のかということが、全体的には改善の経過はもちろんあるのですが、まだまだ改善・働き

かけの余地があって、教育とか研修が、先ほどのやりとりの中にもありましたが、最終的

には処遇そのものもそうですけれども、職場に対する魅力でございますとか、定着すると

か、そういったことに絡まっていますので、データとしては幅広く取得をさせていただい

て、個々の改定のときに、例えばスキルとか勤続年数とか、そういったものに対応したよ

うな加算が設定されていれば、それがどのぐらいきいているのかという議論をしながら、

報酬改定では反映させていただいているところでございます。 

 

○赤井評価者 では、簡単に。 

 もちろん、こういうのでチェックしていくのはいいと思うのですが、例えば説明資料の

２ページで平成21年４月にプラス３％改定というのがありますけれども、このときも改定

するとどういう状況になるのか、その前に問題がどうだったのかというのは、多分ある程

度把握されて導入されたと思うのですが、この改定はそれに見合うだけの効果を得たのか。

それともそのときも得られなくて、もっと複雑な問題が見つかったのか。それを踏まえて

その問題に対して新たな政策を打ったのか。それぞれの時点で考えていたことが達成され

たのか、されていないのか。そのときにわからなかった、どういうところが明らかになっ

て、次のステップはどこへ行っているのかというようなPDCAみたいな、フィードバックみ

たいなものはどのぐらいなされているのでしょうか。 

 

○厚生労働省 介護職員・マンパワーの確保、処遇の問題だけについてフォーカスを当て

て改定作業を行っているわけではございませんで、様々な要素が非常に複雑に絡み合って

いるものですから、今、御指摘のようなことにすぱっと、一つの要素に集約をして、例え

ば介護人材がこれぐらい増えて、それは今回の改定のこの加算がこう効いてという因果関

係を明確にすることは正直なかなか難しい側面がございます。 

 ６ページであえてお示ししましたのは、相互にさまざまな要因が絡み合うものももちろ

んございますが、サービスの実施の実態を見ますと、時間がどれぐらいかかっているとか、

そういう個別的な内容ももちろんありますので、かなりフォーカスを当てる項目とかテー

マによって濃淡があるのですけれども、それは可能な限り実態を調査して、どのように改

定の影響があったかということは、基本的には近年の介護報酬改定はそういったことを少

し体系的にやっていこうと。 

 これは平成24年の改定以降に導入された調査・研究のスキームでございまして、まだ必

ずしも十分に熟度は高まっておりませんが、こういった資料をつくったのも初めてでござ
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いまして、少なくともこういったことを意識してやっていこうということは打ち出させて

いただいているということでございます。 

 

○赤井評価者 最後のコメントです。最後にします。 

 もちろん６ページにあるようなことをずっとされていくのは大事だと思うのですが、そ

ういうのもちゃんと整理されながら、ずっと改善というのを言われてきてまだずっと続い

ていますから、いつになったらゴールなのか。ゴールが見えずに新たなことがわかり続け

ているのだったら、それも成果だと思いますけれども、そういうようなゴールを目指して

どこに向かっていくのだという今の位置づけとか、ずっと言われ続けているので、そこの

ところで今後もできるだけ早くそういうことが言われないようにすべきだと思うので、ゴ

ールを見据えてどこまで進んでいるのか、まだわからないところがどこなのかとか、自分

の立ち位置みたいなものをしっかりと把握されて進まれるのがいいかなと思います。 

 以上です。 

 

○市川次長 ありがとうございました。 

 それでは、論点１については議論を以上のとおりとし、論点２の介護報酬改定の考慮事

項に移りたいと思います。 

 先ほど厚生労働省のお考えを聞いたところでございますが、介護報酬の改定につきまし

ては、財政当局との議論というのも欠かせないものと承知しておりますので、この際、財

政当局の考え方というのも説明していただきたいと思います。 

 

○財務省主計局 手短に御説明を申し上げます。 

 介護報酬改定でありますけれども、要するに介護報酬というのは介護のサービスを提供

するために必要なコストを保険制度から賄っているもので、その単価を決めるわけであり

まして、法律上もまさに介護のサービスに要する平均的な費用を勘案して厚生労働大臣が

定めるとされております。 

 その観点から足元の介護事業所の状況を見ますと、収支、つまり必要な費用を上回って

それぞれの事業者に支払われている介護の費用が収支差となって出てまいるわけですけれ

ども、足元の平均収支差は全体の加重平均で見るとプラス８％程度となっております。も

ちろん事業者やサービスの類型によって収支率が違うわけでありますので、それぞれのサ

ービス類型ごとに見てでありますけれども、国民負担で賄われていることを考えれば、収

支差の適正化は必要ではないかと考えております。 

 財政制度審議会等では、その指標として介護事業者の７割が資本金ベースで見て中小企

業に当たっているのと同じであることから、例えば中小企業の税引き前当期純利益の売上

高比率２％というのを一つの考え方として、サービス類型ごとに違いますけれども、全体

としてはここまで６％程度の適正化が必要ではないかと考えております。 
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 一方で処遇改善については、処遇改善加算という別枠の加算できちんとそれを手当てし

ていく。つまりプラスでそれを乗せていく必要があると考えておりますし、介護の場合は

非常に労働集約的な事業でありますから、介護の人材の処遇改善をすることが、まさに利

用者の方にとってもサービスの質の向上につながると考えておりますので、事業者の方に

とって必要な費用を賄い、サービスの向上を図り、かつ処遇の改善を図るという意味で処

遇改善の加算は必要であろうと考えておりますが、以上を踏まえた上で、全体としてネッ

トでマイナスにし、介護報酬改定をマイナスでセットする必要が来年度はあると。１％当

たり1,000億円の国民負担でありますので、現在、足元５％程度で伸びている介護のことを

考えると、全体としてメリハリをつけながら適正化が必要ではないかと考えております。 

 

○市川次長 ありがとうございました。 

 明快な御説明だったと思いますが、厚生労働省、財政当局に対して御質問、御意見等々

ございましたら、御議論いただきたいと思います。 

 

○佐藤評価者 事実確認をしたいのですが、厚労省さんからも出ていますし、こちらから

も出ていましたけれども、ここで出てくる介護サービスの収支差率ですが、これは恐らく

介護事業経営実態調査ですよね。これは全ての介護事業者をこれでカバーしている調査と

理解してよろしいのですか。つまり全事業者対象という理解でよろしいですか。 

 

○厚生労働省 基本的なサービスの単価を設定するために必要なサービス種別については、

抽出ではございますけれども、カバーをしています。しかし、例えば開始をしたばかりの

サービスのように、事業所の数が少ないようなものについては、あらかじめサンプルの数

が足らないことも考えられまして、例えば５ページの表でいきますと、平成23年の時点で

は制度創出間もないということもございまして、この時点ではこのサービスはないのです

けれども、幾つかのサービスについては、そういう調査の限界をある程度勘案して、他の

サービスのデータを準用したり、推計したりするようなケースもありますが、原則として

は報酬設定が必要なサービスについてはカバーをしているということでございます。 

 

○佐藤評価者 厚労省さんの図を見ていても思うのですが、これは平成23年と平成26年の

収支差が出ているのですけれども、わかるファクターが２つあって、１つは、同じ収支差

といってもサービスの種類によってかなり違いますね。それはそのとおりですね。かかる

費用が違うのだからということ。 

 平成23年と平成26年でかなりばらつきが出たりすることもあって、これは報酬改定もあ

るのかもしれないのですが、実態はどのぐらいきちんと反映されているのかなというのが

よくわからなくて、多分反論として出てくるのは、こういう収益率がいろいろ高いのでは

ないかと言われているけれども、本当のところはそうではない事業者もいるのですよとい
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うのはあるかもしれないのですが、その実態はどの程度厚労省さんでは押さえているのか。

特に新しく入りたての方、中小の方、妙に実は利益を稼いでいる人とか、そういうところ

がサンプルから抜けていると本当は正しい数字をあらわしていないことになるということ

なのですけれども、この辺はどうなのですか。 

 

○厚生労働省 収支をどう見るのかというときに、これは私どものスタンスなのですけれ

ども、本来、企業さん、法人さんが収支をお考えになるときには、法人単位で法人会計の

収支をご覧になって、企業なりの経営戦略も含めてお考えになるというのが自然だろうと

思います。 

 介護報酬を設定する際にサービス別にやっている理由は、例えば大都市とか、比較的大

きな事業体がある場合には単一の法人でいろいろなサービスができます。もしかしたら、

そういうケースは法人単位で見ておけばいいのかもしれませんが、単一の非常に小さな、

特に中山間とか僻地については小さなヘルパーさんの事業所しかないというケースもあり

ます。 

 そういったさまざまな状況、地域によって違うのだけれども、これは前提としては社会

保障の一環で国の制度としてサービスを提供し、先ほど御説明がありましたが、そのため

のコストをどう補填するのかということを行うのが、この介護報酬です。 

 したがいまして、これは調査の限界にも絡むのですけれども、本来、法人単位で複数の

サービスを行っておられる場合であっても、あえて案分で個別サービスごとに数字を出し

ていただくことはやむを得ないと考えております。 

 この調査は、有識者にもいろいろ入っていただいて、ずっと検討した結果を踏まえなが

ら、いろいろな限界がありながらもそういった目的のために行っている調査です。逆に申

し上げますと、私どものスタンスは、この数字は確かに大事な数字ですが、この数字だけ

で報酬の改定の幅を決めたり、サービスの適否を論ずるのはやはり基本的にはよろしくな

い。 

 今日は調査の結果そのものをお持ちしておりませんが、例えば、あわせて分布を見ると

いうことも行っております。その際、これは平均値でございますが、例えば施設系の分布

は、基本的にきれいな山があってなだらかなテールになっていると。調査としてはそれな

りに適切に行われているよねという評価を委員会でいただいています。 

 同じように、よく御指摘を受けるのですが、居宅介護支援の調査はマイナスになってい

ます。居宅介護施設のいわゆるケアマネ事業所さんですが、これはずっと近年の調査でマ

イナスが続いていますけれども、常識的に考えれば、マイナスが続いているのにどうして

事業として成り立つのだというお話があります。 

 これは実際に分布図を見ていただくとわかるのですが、一定程度プラスのところに山が

あります。ただ、マイナスのところにも塊があって、平均するとマイナス何％とか、そう

いう値になってしまう。 

14 

 



 これは多くのケアマネ事業所さんが複数のサービスとセットで恐らく法人としてやって

おられるので、案分の仕方にどうしても限界があってそういうぶれが生じるのではないか、

と言われています。 

 この数字はこの数字でもちろん私どもは大事な数字だと思っておりますが、そういうふ

うに個々のサービスごとに分布とか状況を丁寧に見ていくことが必要で、そのために分科

会で個別サービスごとにサービスの提供状況とか、そういったこととあわせて議論をさせ

ていただく。 

 ましてやこれらを加重平均して一つの数字にまとめて全体の収支という概念を持ち出す

ということは、私どもは少なくとも考えておりません。財政審でそういう資料を出された

のは承知しておりますが、そもそも実態のない産業全体、サービス全体みたいな概念とい

うのは、私どもとしては捉え方としていかがかなと考えておりまして、今後そのあたりは

議論を進めていかなければいけないところだと思っております。 

 

○市川次長 ありがとうございました。 

 石田先生、お願いします。 

 

○石田評価者 少し簡単な御質問で恐縮なのですが、資料５ページのところの今の「各サ

ービスの収支差率」ということで、各業態ごとに実は違いますという御説明はいただいた

のですけれども、そもそも収支差率という計算において、恐らく収支差額、一般の会社で

言うところの利益を収入の割合で割ったもの、売上高利益率みたいなものだと思うのです

が、本来であれば、収入の面に関しては介護費用等と国民の負担のもとにおけるもので、

介護を受けたものについてお支払い、あるいは個人負担でお支払いということで、お支払

いされたものが収入となって、それに対して必要だった人材、労働者への支払いとか人件

費とか、当然、減価償却費だとか、あるいは修繕積み立てだとか、そういった会計基準に

従ったものを差し引いた上で、まだ利益、収支差額が出るという構造なのだと見えるわけ

ですけれども、このような比較的利益、収支差額が多くなるという原因は何でしょうか。

そちらはどういう形でそういった収支差額がプラスで発生すると、原因を見ていらっしゃ

るのか教えてください。 

 

○厚生労働省 一概にこれがどうして高い数字に見えるのかということ、私どもの理解を

問われているのだろうという御質問でしょうか。 

 

○石田評価者 どう見えるのかではなくて、収支差額がプラスで残る、そのプラスの原因

は何ですか。 

 端的に言うならば、別に国のほうから出ている介護費用とか、そういった収入の中から

は、それに対しての支弁すべきものは全部そこでプラスマイナスゼロにおさまっているの
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だけれども、それ以外に有料でサービスを提供して、それに対して利益を取っているので

すとか、あるいは寄附をいただいたのですとか、別の原因でのプラスが残っているのかと。  

そうではなくて、いわゆる企業努力で利益が残るようにしているのですよというのであ

れば、どこのところで企業利益を稼いで、一定の介護費用の収入に対してどのようなとこ

ろでそれが余るような仕組みにしていらっしゃるのか、プラスはどう残るのか、その内容

について知っているところを教えてください。 

 

○厚生労働省 ここの数字の見方は、確かにサービスごとといいますか、分野ごとによっ

て少々違うところがありますので個別に表を見なければいけないと思いますが、今の御質

問についていいますと、おっしゃるとおり、これは介護給付費に係る収支ですので、例え

ば介護サービスの場合には、別途自己負担をいただいて、横出しとか上乗せとかと俗に呼

びますけれども、さまざまな付加的なサービスを実施すること自体を妨げているわけでは

ございませんので、そういったものは除いてくださいととっております。ですから、基本

的には介護給付に係る収支がここにあらわれていると御理解いただいて結構でございます。 

 では、どうしてという話がございまして、これは分科会の中での議論そのものにもなる

のですが、人材がなかなか確保できない中でもサービスの提供の仕方を変えていくことで、

人材の投入の仕方とか事業規模別にもよりますけれども、どれぐらい利用者さんの数が、

いわゆる回転率の概念ですけれども、従事者１人当たりどれぐらいサービスを提供されて

いるのかという数字を見ていただくと、それが割と高まっている。つまりサービスの効率

が上がっている。投入しているマンパワーの数がそれほど変わっていないにもかかわらず、

利用されている利用者さんの数が増えていけば、報酬としてはその分プラスアルファが得

られますので、例えば、そういったことで収支がプラスになっているのですという御説明

をされるサービスの方もおられます。そういったことが積み重なってこういう数字になっ

ているということは一つ考えられると思います。 

 

○水上評価者 短く一点だけ確認したいのですけれども、今の収支差率というのは、厚労

省としてはこういう収支差率になることを最初から狙ってこういう収支差率にしているの

か、もっと収支差率は低くなるはずだと思っていたのに、ふたをあけてみたら高かったの

か、どちらなのですか。 

 

○厚生労働省 こういう収支差率にするという前提で報酬設定をしているということでは

必ずしもないと思います。 

 

○水上評価者 どういう収支差率にしようと思ったのですか。もっと高いつもりだったの

ですか、もっと低いつもりだったのですか。それともそもそもそんな設定はなかったので

すか。 
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○厚生労働省 これはよく議論になる部分だろうと思いますが、適正水準というような概

念は基本的には持っておりませんで、やはり必要なサービスを確保するにはどうしていっ

たらいいのかという結果として、その収支差率が生じるというスタンスです。 

 

○水上評価者 私はそこが根本的におかしいと思うのです。収支差率というのは利益率で

すけれども、これがもし完全に市場競争の世界だとすると、市場と経営努力によって利益

率が決まりますよね。だとすると、逆に何％利益率をとっても、市場が支持している限り

はいいということになるわけですけれども、介護の事業というのは基本的に収入が決めら

れている公定価格の市場で、市場競争の市場ではないから、そうすると、国の側がどれぐ

らいの収支差率でやってもらうかを基本的に決めるはずの市場であるはずなのです。 

 国民負担との関係でいうと、国民にとっては国民負担は収支差率がなるべく小さいほう

がいいのです。２％でも１％でも小さいほうがいいのだけれども、ある一定以上小さくな

り過ぎてしまうと誰も参入しなくなってしまうので、ある程度は収支差率を残してあげな

いと、参入してくる人がいないから市場が成立しなくなってしまうという問題はあるので、

だから、ぎりぎりここまでの収支差率は認めてあげないと無理ですよという話がそこには

相場観として形成されるはずなのです。 

 それに対して、今、財務省、制度官庁は、中小企業の平均だから確かに２％ぐらいはな

いと厳しいけれども、それぐらいあればいいよねという話をしていたわけで、厚生労働省

としては、いやいや違うのです、５％は必要なのですみたいな話があるのだったら教えて

いただきたいのですが、ありますか。 

 

○市川次長 今、水上先生の御発言は結構ほかの先生方もうなずいておられたので、これ

は多分かなり煮詰まった質問だと思います。この質問についてお答えいただいて、あと、

もし追加することがあれば１つ、２つということで、次の論点に移っていきたいと思いま

すので、シートへの御記入を進めてください。 

 それでは、御回答をお願いいたします。 

 

○厚生労働省 確かにこれは重要な論点だろうと思います。私どもが先ほど申し上げたの

は、収支差は全く勘案しないという趣旨ではございません。ただ、やはり社会保障の一環

でやっておりまして、一般の産業、例えば、撤退可能な企業さんが形成されている分野と

違いまして、国民全体にサービスの提供を確保するというのは、私どもの政策としてはプ

ライオリティーが高いと思っています。ですから、まずはサービスが適正に確保できるこ

とを給付費分科会でサービスの提供と実態とを見ながら議論をしていく。 

 一方で、御指摘のように、たゆまぬ努力としてサービスの効率化とか適正化は必要です

から、そちらはもちろんやります。ただ、ターゲットとして適正利潤がこれぐらいですと
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いう議論よりは、あくまでサービスとしてあるべき提供の体制とか、サービスの普及度合

いにフォーカスを当ててより重きをおいて議論をしているというのは、そのとおりだろう

と思います。 

 

○水上評価者 ごめんなさい、一点だけ。 

 まず、意見ですが、たくさん事業者がもうかると、もうかっただけすごく労働分配率が

高くて、サービス水準が確実に上がっていくという相関が逆に認められるのであれば、そ

ういう考え方は一つあるのかもしれないのですが、現実にいうと、例えば社福のところを

見るとわかりますけれども、剰余金になって余っているわけですよね。収支差率が発生し

ても、それは別に労働分配されているわけでは必ずしもないわけです。 

 だとすると、品質を上げるという議論は品質を上げるという議論で別にしたほうがいい

のであって、あくまで国民負担との関係だと、収支差率は少なくしなければいけないよね

という議論になると思います。 

 厚労省さんが、今後、例えば２％だとおよそ誰も参入しないのだという非常に説得力の

あるデータを出していただけるのであれば、それは国民としては一つ参考になると思いま

すが、現状において出ている数字は中小企業は普通は2.2％ですよという数字なわけで、そ

れは大きく参考になるのではないかなと私は思います。 

 一点制度官庁のほうに聞きたいのですけれども、一方で、もし本当に収支差率を下げた

ら今よりももっと人件費を削ってしまうのではないかという話。上げるのではなくて、も

うからなくなったからもっと削ってしまって、むしろ労働者がひどいことになるのではな

いかという話に対しては、一定の説明をしないと国民は納得しないと思うのですけれども、

そこはどう考えているのですか。 

 

○石田評価者 時間もないでしょうから、関連するので確認したいのですけれども、先ほ

どの収支差率がプラスで上がってくるのは、回転率だとか作業効率とかをよくすることに

よって予定よりも利益が出ている。要は人件費のほうを余りかけずに効率的な運営を行っ

ているのですと聞こえたのですけれども、これは労働者に対してというか、介護者に対し

ては適切な支払いがなされているという前提でも、効率的にやることによって利益が出て

いるという理解なのか、それとも介護している人に実際には負荷がかかっていて、低賃金

でサービス残業させられている上での利益確保だという理解での議論なのか確認させてく

ださい。 

 仮にこれがそうではなくて、ちゃんと労働者に対して、介護者に対してはきちんと支払

われている前提であるならば、それでも皆さんが押しなべて努力の結果、実際に見積もっ

たよりも利益が出ているというベースでこれからの御回答を聞きたいと思います。 

 

○財務省主計局 人件費に影響しないことが大事だと思います。サービスの質を下げない
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ようにしつつ収支差を下げていく。つまりサービスの提供に必要なコストはきちんと確保

し、さらにそれをむしろ上げていくことが必要だと思うので、先ほどの説明資料の中にも

ありましたように、処遇改善加算というのを、これは処遇改善に取り組む過去の取り組み

の中で、いろいろな反省点も踏まえてもう別立てで確認して処遇改善をするということに

しているので、必ず処遇が改善されることを確認してこの加算をつけるということになっ

ておりますし、今、既に事業者の９割以上の方が加算を使っていますので、仮に下げたら

今の加算も剥がされることになりますので、そういうことにはならないと考えております。 

 あと一点だけ、石田評価者の回転率、利用者数のほうのお話も、要するに、この制度は

基本的には出来高払いなわけであります。したがって、利用者がふえれば、当然、その分

だけ公定価格で収入がふえるということになるのだと思いますが、ただ、それをもって利

潤が高くていい理由にはならないと私たちは考えております。きちんとしたサービスは提

供する必要があるのだろうと思います。 

 

○厚生労働省 先ほどどういう形でこれが利潤として積み上がっていたのかという御質問

でしたので、その一つの例としてお話をしました。私どもでは、前提としては、当然、労

働法規等々、適正な労働環境は維持されているという理解でおります。もしそのことが課

題であるならば、それはまた別の話としてしっかり雇用関係を含めて管理をしていくこと

が必要だと思います。 

 一点だけ、中小企業との比較という話、これを申し上げないと、この前提になってしま

うので、私どもとしては、本来、全産業と比べてみたときに、介護分野が特に中小企業が

多いとは数字上あらわれておりませんので、この前提も私どもとしては必ずしもそのよう

に考えておりません。ですから、そこの部分については、財政審ではそうお考えになって

いるのかもしれませんが、私どもとしてはむしろ全産業の比較で議論をしていただくこと

が適正ではないかと考えております。 

 

○市川次長 わかりました。 

 この論点につきまして、大分濃い議論もなされたので、そろそろ次の論点に移りたいと

存じます。 

 次の論点は社会福祉法人の内部留保活用の話でございます。 

 視聴者の方に若干解説いたしますと、厚生労働省さんからの御説明は、これはもう既に

規制改革実施計画、閣議決定で決められていることなので、それに従って粛々と進めるべ

きというお話でございました。 

 冒頭、事務局が御説明した論点は、さはさりながら税金由来の内部留保は、極論すれば

むしろ国庫に返納させるべきではないのかと、見直すべきではないのかという論点になっ

ております。 

 それでは、先生方、御議論をお願いいたします。 
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○佐藤評価者 まさに２つ問題があると思うのです。 

 １つは、今、たまった内部留保をどうはき出させるかということと、これからどうやっ

て内部留保が余りたまらないようにするか。これは多分先ほどの前者の話で介護報酬改定

にかかわる議論で、今、これから議論するのはこれまでたまったものをどうするかですよ

ね。 

 具体的な話でもう少しイメージをこちらとしては持ちたいのですけれども、社会貢献活

動と言うときに、まず２つあって、具体的に社会貢献活動というのはどこまでの範囲を社

会貢献活動とみなすのかということと、これは一体誰が社会貢献活動と決めるのかという

こと。この点について、多分もう決められているはずですけれども、一応、情報共有して

おきたいので、説明をお願いできますか。 

 

○厚生労働省 お手元の机上配付資料の112ページをごらんいただきたいのですが、きょう

の議論のためにわかりやすくと思って実践例を出しております。 

 社会貢献活動、地域公益活動については、現在、社会保障審議会の福祉部会で議論され

ています。その中で言われているのは、もともと、先ほどありました規制改革実施計画に

おける株式会社とのイコールフッティングというのもございましたし、あるいは厚生労働

省の検討会におきましても、制度で対応できない、あるいは市場で対応できない、他の経

営主体ではできないような、はっきり言えば収益性のないサービスというものを社会福祉

法人は責務としてすべきだという議論がございました。 

 そういう観点から今、議論が進んでおりまして、最終的にはどうなるかということにな

りますけれども、例として、この４つを挙げております。 

 例えば上のほうの福岡県「慈愛会」というのは、特別養護老人ホーム、乳児院、児童養

護施設などをやっていますけれども、介護保険制度では対応できない生活支援サービス、

お年寄りに対する通院介助ですとか外出介助、あるいは入退院の手続などもやっています

し、下にありますようにホームレスの支援などをやっている。こういうものを社会福祉法

人の経営努力で生み出した収益の中からやっているということです。 

 右のほうですが、新潟県東蒲原阿賀町ですけれども、ここは非常に人口減少、高齢化が

急速に進んでいるところで、やはり制度外の孫の手サービスとして受診同行とかをやって

いますし、ここは雪が非常に多いので、雪の関係とかのお世話をしているということで、

こういう地域社会が人口減少している中、そこを担うという役割を果たしております。 

 左下の長崎県「大村子どもの家」児童養護施設ですけれども、コモン・センス・ペアレ

ンティング・トレーニング（Common Sense Parenting Training）、これは、要は、子供に

対して暴力とか暴言をせずに指導をしていくノウハウを移転する。参加料無料でやってい

る。 

 東京都「共生会」ですが、児童養護施設ですけれども、これは虐待を受けている児童と
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か保護者のいない児童を受け入れていますが、この児童たちが卒業して進学するときに、

やはりアルバイトをしながら進学しますので、住居を無料で提供しているとか、あるいは

民間の地域住民をホームビジターとして養成して、子育ての悩みなどの相談をやる。こう

いうことを法人の負担でやっている。 

 これらが例になると思われますが、規制改革実施計画にありますように、無料・低額の

サービスとか、今後そういう範囲で検討が進みますが、基本的には一定の範囲でその範囲、

定義とかを国が定めることになろうと思います。 

 その上でどれが当たるかというのは、単に社会福祉法人が決定するのではなくて、今、

議論されているのは、地域に協議会を置いていただいて、一定の基準の中でどのようなサ

ービスが必要かを出していただいて、その中から法人がそれを行っていくという形にして

いくということで、今、議論が進んでおります。 

 

○佐藤評価者 恐らく今の公的な支援でも、いわゆるマーケットというか従来の民間ベー

スの支援でも、そのどちらにも当てはまらない間に落ちてしまっている、そういうさまざ

まなニーズというのは多分あるのかもしれませんが、ただ、ここで２つ問題が出てきて、

１つは、ここで言うと特養はいわゆる内部留保が２兆円、あるいは現金でいけば多分半分

だったと思うのですけれども、そんな規模になっているのか。 

 つまりその規模感なのですけれども、多分すき間ですよね。従来の社会福祉ではなかな

か対応できていないすき間というのはそんな金額があるのですか。多分幾つか意義のある

事業はきっとあるに違いないのですけれども、それをどんなに積み上げても恐らく１兆円

ないし２兆円にはならないのではないかということ。 

 はき出させるときに、これをどのようにして支援を続けていくのか。今年いっぱいはき

出していろいろと支援しましたといっても、なくなってしまったらもうこれで終わりなの

で、これは埋蔵金みたいなもので１回はき出したら終わりですから、結局、その後、継続

的なサービスにはならないわけですよね。だから、これをどう考えたらいいのかなという

ことなのですが、その辺ちょっと相場観はありますか。 

 

○厚生労働省 まず、１点目ですけれども、これは２つ意味がございまして、２兆円とい

うのは、先ほども申し上げましたが、内部留保についての積み上げだと思いますが、先ほ

ども申し上げましたように、内部留保は貸借対照表の利益剰余金に等しいと考えますけれ

ども、これ自体は、もう既に建物に利益を投資したものとか、将来の建てかえ費用なども

入りますので、２兆円がそのまま余裕財産ではないというのが１点。 

 もしも余裕財産があったとして、投下しますが、この図をごらんいただければわかるよ

うに、私どもは全部地域公益活動に入れてくださいとは全く考えておりませんで、福祉サ

ービスと地域公益活動、地域公益活動は福祉サービスの一部でございます。その中で、先

ほど先生がおっしゃったような市場とか制度で対応できないところは必ずやってください
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と、これは義務化が求められていますので。 

 しかしながら、一方で待機児童とか特養とか、そういうニーズもございますので、そう

いうところにも投下しなければならないというわけであり、別にそれは地域公益活動に全

部投下するという考えではないというのが第２点でございます。 

 それから、何でしたか。 

 

○佐藤評価者 続けられるかどうかです。 

 

○厚生労働省 失礼しました。 

 基本的にはこれは各社会福祉法人がフローでもやっていることを想定していますけれど

も、投下財産を投下するときに、おっしゃるとおり、一部のところだけ投下財産だけでや

るとなると続けられないのではないかという懸念がございます。ここにつきましては、地

域の協議会で地域の社会福祉法人とか、ほかの主体なども含め協議しまして、連携してや

っていただく。どこかが必ずやっていくという方向はうたっていきたいと思っております

し、そういう形でやっていくという形で持続的な仕組みにしたいと考えています。投下財

産が全くなくても、基本的にはフローの中でやっているところもございますし、そういう

中で基本的には連携する形でやっていくという形で考えています。 

 

○永久評価者 確認ですけれども、この社会貢献活動というのはこのお金の本来的な使途

目的ではないですよね。もともとは介護報酬ですから、それは介護に関して使うべきお金

ですよね。 

 

○厚生労働省 お答えしてよろしいですか。 

 

○永久評価者 はい。 

 

○厚生労働省 基本的に介護報酬というのは、市場で社会福祉法人も株式会社もNPOも、サ

ービスの対価として報酬を受けたものでございます。これにつきましては、もちろんサー

ビスはきっちりと対応しなければなりませんので、報酬を受ける以上、きっちりとしたサ

ービス提供をする義務はあろうかと思います。 

 しかしながら、その後で利益として残ったものは、株式会社であろうが社会福祉法人で

あろうが、それぞれの法人の財産になるわけです。それをどのように投下するかというの

は、基本的にはどのような主体であろうと、そこは経営判断だと思います。私は財産権の

問題だと思います。 

 

○永久評価者 それは国費を使って介護に使ってくださいよということですから、先ほど
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の収支差率は限りなくゼロに近いほうが国費の使い方としては合理的だと思うのですけれ

ども、それがなぜ余剰が出て、余剰はそのところの資産になるのですか。 

 

○厚生労働省 介護報酬というのは市場で契約で提供されております。それで株式会社も

参入させています。それは先ほど先生方もおっしゃいましたように、一定の利益、利潤が

出るからです。それは当然制度として想定されております。その利潤の幅がどうかという

のは先ほどの第２点の論点ですが、私はそれは別の議論だと思います。利潤が出た後にそ

れを何に投下するかというのは、株式会社ならば配当にするか他事業に充てています。 

 

○永久評価者 株式会社のことはそれでいいと思うのですけれども、社福の場合はいかが

ですか。 

 

○厚生労働省 社会福祉法人は社会福祉法にその規定が整理されていまして、収益は基本

的には社会福祉事業と公益事業に充てることになっています。 

 

○永久評価者 それは最初から使ってもいいということになっているのですか。 

 

○厚生労働省 なっています。実際、津々浦々でやっているわけです。それは社会福祉法

人の本来的な使命が、社会福祉事業の中心的な担い手であるとともに、今もありましたよ

うに、地域のさまざまなニーズとか制度のはざ間のニーズに対応することであり、民間法

人、もともと慈善団体でございましたのでそうなっているわけです。 

 今回の規制改革会議の議論は、社会福祉法人が収益の上がる制度の事業だけやっていて、

ほかのところはやっていないではないかという問題意識に基づくものです。株式会社との

イコールフッティングであれば、そこをきっちりやるべきだという議論になっているとい

うことでございます。 

 

○永久評価者 各地域でさまざまな地域に貢献する事業をやられていますけれども、全体

として回るような仕組みというのがなかなかつくられていなくて、投資をしたはいいけれ

ども回収するという概念がそもそもなくて、結局、最初は投下したけれども、続けるため

にはほかのところからお金を持ってこなければいけないというような、お金だけかかって

しまうような仕組みになってしまっているようなところがたくさんあって、そうしたおそ

れを排除するというのはどうやってやるのかなといつも思うのです。今だってできていな

くて、その仕掛けみたいなものがもう一個できるみたいな感じに思えるのです。 

 

○厚生労働省 その御心配はあろうかと思います。今回の再投下計画というのは所轄庁が

承認する方向で議論しています。どの年度でどのような事業をやっていくかということは、
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先ほどの持続性の議論もありますが、それぞれの主体というものを全部見て承認していく

ので、そこは一定の持続性を担保できるような形で考えていこうと思っています。 

 

○永久評価者 それができていないから今、申し上げているのであって、個人的には国自

体も余りできているとは思えないのです。自治体でもできていなくて、それでまた同じよ

うなものができるようなおそれがあるように私は懸念していて、これは意見で、それでど

うしますかといってもしようがないのですが、やります、やりますということになるわけ

ですけれども、そうした懸念を持っております。 

 

○水上評価者 今の厚労省さんの言っていることは、幾つかの前提が全部整っていれば正

しいと思うのですけれども、具体的に言うと、まず、収支差率については、国民負担との

関係で、これ以上低くしたら絶対誰も参入しませんという相場が提示されて、国民との関

係で収支差率はどうしても２％とか2.5％は要るのですという話があって、十分に低い収支

差率が既に実現しているということが第１点。 

 第２点が、今、社会福祉法人がやっている事業が、民間も参入されていて、かつ特養の

やる社福の事業も全部税金を払っていて、完全にイコールフッティングになっていて、株

式会社と全然変わらない状況になっている。そういう中で彼らが内部留保をためていると

いうのが第２点。 

 この両方ともが実現しているのであれば、株式会社と全く一緒だから、彼らの内部留保

は彼らが自由に使っていいですよという話になっているかもしれないけれども、ただ、現

実には収支差率はそもそも相場が幾つなのかさえ説明されない状態で、ぶっちゃけ、すご

くじゃぶじゃぶに上げているわけでしょう。８％になっているのですよね。 

 という話があって、現実問題として株式会社と社福は対等に競争しているわけでもない

わけですよね。社福は何でそんなことが認められているかというと、特定の目的性という

ものが認められて、公共的なことをするということのもとで、特に特養とかはここにやら

せますと独占的にやってもらっているという状況なわけですよね。 

 だとすると、普通の株式会社と全くイコールフッティングで競争もしていない。もとも

と収支差率はすごく高い。もらったお金は全部自分のものだと言えますかといったら、普

通は言えないと思いますよ。 

 今、もらったお金は全部自分のものだ、もうかったお金は全部自分のものだという話を

するのだとしたら、まず、私が言った２つの前提を整えていただく必要があって、それが

整った後に今の議論をするならわかるけれども、それが整っていないのにもらったお金だ

け自分のものだと言われても、国民としては納得できないですね。 

 

○厚生労働省 収支差率の話は、第２点の議論がありましたのでここで詳しくは申し上げ

ませんが、一言申し上げると、収支差率、介護報酬の設定の水準自体は、社会福祉法人だ
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けの問題ではなくて株式会社でも言える話である。 

 先生がおっしゃるように、第２点目という問題になると思いますが、まさにそういう意

味でのイコールフッティングが今回の改革でございまして、これ以外にも、例えば経営組

織とか透明性とかいろいろありますけれども、先ほど申し上げましたように、規制改革会

議の閣議決定がしたのは、株式会社等では担えない、担わない、担うことが困難なところ

を、それは基本的には収益性がなくて持ち出しであるけれども、そこをやれということで

ございます。そこをきっちりやっていただく。それは今もやっているわけですが、そこを

義務化してきっちりやっていくというのが今回の改革であると御理解いただければと思い

ます。 

 

○水上評価者 今の話というのは、つまり株式会社が全然やらないような、全然もうから

ないことをやってもらっているから優遇しないとねという話ですけれども、現実、収支差

はこれだけ出ていて、内部留保はこれだけたまっているわけですよね。それはそもそも前

提が間違っているではないですか。やはりそれはおかしいと思いますよ。 

 閣議決定云々という話は行政手続としては大事かもしれないけれども、今、ここは理屈

が通るかという話をしているので、理屈は通っていないと思います。 

 

○石田評価者 関連で非常に簡単なことだけ申し上げます。 

 介護報酬というか、介護費用に関しては、私も年が年ですのでお支払いをさせていただ

いておりますけれども、介護保険料を私どものほうで出させていただいている中から、介

護が必要な方々にということで拠出させていただいていると理解しております。 

 それが余りました。一定の留保とかで、やはり永続的に経営が成り立たなくなってしま

ったら困るというのはわかるので、限りなくゼロにしろというのはあるにしても、一定程

度の余力はないといけないという議論まで否定するつもりはありませんが、余ったからと

いってホームレスとか、先ほどおっしゃられた生活困窮者の無料・低額の福祉サービスだ

とか、いろいろと挙げられていますけれども、それは本来こちらが拠出したもの以外のも

のへ出すということになるので、端的に言うならば、そういうこと自体が活動としては非

常に必要ですし大事なのですが、それはまた別の意味で社福のほうに対して補助すべき話

であって、介護報酬のほうで余った内部留保をどこかではき出させるという話は、それは

もうみんな恐らく向いているところは一緒だと思うのですけれども、それを違う目的に使

うことに関しては、その人のお金になったのだから当たり前というのはちょっと違和感が

あると思いました。 

 

○赤井評価者 ほぼ同じような話なのですけれども、私の質問は、規制改革会議でこうい

うふうに使えと言ったときの前提は、余っているからそう使えと言ったのか、収支差率が

国民の納得するレベルまで適正化された後も、その残った部分をこれに使えと言っている
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のか、そのあたりも教えてください。 

 

○市川次長 では、まとめてお願いします。 

 

○厚生労働省 基本的にこれは収支差率のこととは関係なく議論されています。イコール

フッティング論から出ています。 

 先ほどの石田先生のお話でございますが、石田先生は法律家でいらっしゃいますので、

法律論になっても私もあれなのですけれども、基本的には介護報酬が、株式会社であろう

がNPOだろうが、その余った分を先ほどのお話のように国庫返納せよとか、これに使いなさ

いということが、それが本来できる話かどうかですね。であれば、基本的には全部にそう

した議論をすべきなのですけれども、それはないと思います。 

 基本的には報酬として、対価として受けた以上は、その主体が基本的にどう判断するか。

ただし、その使い道は社会福祉法人は限定しています。それは社会福祉事業と公益事業だ

けであるとしているわけです。株式会社は配当もできるという観点だと思いますので、対

価として払った先まで目的で縛るというのは違うのではないかなと思います。 

 実際、何と言っても全国津々浦々で、そのような事業は公費で公的助成せよというお話

もありましたが、それであればそれはできますけれども、公的助成が全部できるわけでは

なくて、民間の活力を活用しないといけない。これは日本国憲法ができた昭和20年代から

そうなのです。社会福祉法人は基本的には民間の活力を活用するとしてできているわけで

す。それを活用させなければ、日本の福祉というのはやはり私はおかしいと思います。む

しろ全部公費になっていく。それを防ぐためにもこういう活力は活用すべきだと思ってい

ます。 

 

○永久評価者 対価が余るということは対価が高過ぎるのではないのですかという話をし

ているのです。 

 

○厚生労働省 すみません。収支差率の話は私の関係ではございませんので、先ほどから

言葉を控えております。そちらはそちらで議論いただいた上での議論です。だから、別の

話として。 

 

○赤井評価者 私の質問に答えていただいてありがとうございます。 

 この表にある規制改革会議の結果は、収支差とかもうかっているということは前提とせ

ず、上がってきた分はこれに使うようにということなので、それはそれで大事だと思うの

ですが、逆に言うと、収支差が高いかどうかにかかわらず、一定必要で上がってきたもの

はこれに使うというのが規制改革会議の話であって、もしそこの部分よりも収支差が高く

て、本来のあるべき収支差以上に社会福祉法人に行っていた分がこれまでにもあるのであ
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れば、それは規制改革会議でそこの部分に関してもこう使えとは言っていないということ

を意味しているように思うのですけれども、どうでしょうか。 

 

○厚生労働省 規制改革会議の全体像は知りませんが、ほかにいわゆる骨太等でも、まさ

に今、先生方に御議論いただいている内部留保と介護報酬の議論というのはありまして、

その一連でずっと議論があると思います。それはそれで私は議論すべきだとは思いますが、

基本的にそれの関係で言うと、内部留保は余裕財産ではないということで整理するという

のが私どもの改革の一つのパーツです。 

 いずれにしても、それは収支差率がどうなるか、私もそれは適正なものであるべきだと

思っています。その上で、しかもちゃんと人材への投資とか、きっちり社会福祉事業にす

るという取り組みも必要と。その上で一定の利益が出たものについて、どのように活用す

るかというのは、現在、津々浦々でやっているようなことをやってほしい、やるべきだと

いう意見が出てやったということで、それ自体はおかしくはないし、すべきだと。 

 

○赤井評価者 もう終わりますが、私もそれ自体はおかしくないと思いますし、例えば２％

の利益が出ていて、２％を公益活動に回しなさいというのはわかると思うのですけれども、

５％出ていて、その上の３％でこれまで蓄積された分も無理してそれに使う必要があるの

かというところは、国民の納得というのはまたちょっと違うのかなと思います。 

 以上です。 

 

○市川次長 だんだん御意見の応酬になってきました。そろそろシートを送っていただけ

ますようお願いいたします。 

 

○石田評価者 先ほど法律論の話が出たので、釈迦に説法で申しわけございませんが、法

律のたてつけがないからやらないという話をするのだったらば、全ての今の制度としてど

うなのかということを前提に、その中でできることを言えというのであれば、恐らくこの

場で議論することではないと思います。 

 本来どうあるべきかということの議論の中から、枠組みがないからそれをやらない、国

庫返納で、もう目的外使用してしまったものに関して、それを返すような道筋とか、そう

いうものをやり出したら、この国の法制度というか、制度自体が崩壊するだろうというよ

うな、そのレベルの話をするのであれば、このような意見はあえて申しません。 

 しかしながら、そうではなくて、繰り返しになりますけれども、介護を担ってくださっ

ている方々に適正に報酬が払われているのだろうか、過多になっていないだろうかと心配

をしている中で、利潤が出るのであれば、我々介護保険料を払っている身からするならば、

本来、取り過ぎだったものがあるのだったら返していただきたいという率直な国民感情を、

弁護士ではなくて申し上げております。 
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 それについて、どういう枠組みでやるのかという次の議論に関しては、また別途のもち

ろん議論はありますけれども、私が先ほど申し上げたのはそのようなストレートな感想と

受けていただければよろしいかと思います。別にお答えいただきたくて言っているわけで

はなくて、大丈夫です。 

 

○佐藤評価者 多分まだ皆さん出していらっしゃるので。 

 多分２つ、これまでの内部留保とこれからの内部留保は分けて考えたほうがよくて、こ

れからの内部留保については、まさに介護報酬の適正化の問題だし、理想的に言えば、や

はり社福と株式会社というか、民間事業者のイコールフッティングをこれからどう担保し

ていくかという議論はしなければいけないと思うのですね。 

 頭が痛いのはこれまでの内部留保がたまってしまっている。これをどうしようかという

話であって、そのときに公益事業をやります、社福が本来やるべき福祉サービスをやりま

すというのはわかるのですけれども、ただ、ちょっと待てよという気になるのですね。な

ぜかというと、これは今までもやっているはずの事業にもし新しくこの内部留保を充てて

いるのであれば、本来、社福か誰かがそこに充てていたお金をその分だけ節約してあげて

いることになるので、やはりそれはそれで誰かに利益が回っていることになるはずなので

すね。 

 もしそれを避けようと思えば、これまでやっていなかった、多分さっきの４つの事業は

その幾つかだと思うのですけれども、これまでやっていなかった事業を始めないといけな

いはずなのですね。そうしなかったら、結局、誰かの利益になっていることに変わりはな

いので。 

 そうなってくると先ほども言ったとおりになってしまって、これまでやっていなかった

さまざまな事業はどれぐらいあるのですかということと、やはり継続性が問題になるし、

社福によっては、もちろんお金を設けている社福もあれば、そうでもない社福もあれば、

当然、ここに地域差も出てきてしまうので、東京であればいろいろな事業を新しく新規展

開しましたと。でも、地方に行くと実は内部留保がほとんどないので、そういうところで

は新規事業は展開できませんねということになる。結局、福祉サービスとかに地域差をつ

くってしまうことになりますし、これは何かすごく解けない連立方程式を解こうとしてい

るような気がするのですけれども、どうなのですかね。 

 第１の質問は、内部留保ではき出したいお金は全て新しい事業に充てるという理解でい

いのかどうかということと、地域差が出てきたらどうするのですかという話です。 

 

○厚生労働省 新しい事業というよりは、取り組んでいる法人もあるけれども、取り組ん

でいない法人もある。それに取り組んでいない法人は地域ニーズに合わせてやっていただ

きたいということであります。それは今後ふえます独居老人とかの課題とか、あるいは児

童虐待とか、さまざまな議論はあろうと思います。それはそれぞれの地域のニーズでやっ
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ていただきたいということになります。 

 

○佐藤評価者 わかるのですけれども、そういうニーズがあるところにある社福が本当に

内部留保をため込んでいる社福とは限らないし、そこはやはり何かミスマッチが生まれて

しまうような気がします。正直言うと、厚労省さんで全部かき集めてそれをどこかに配分

するというのならむしろわかるのですけれども、何かつまらないすごいミスマッチが生ま

れませんかということなのです。 

 

○厚生労働省 それは地域で協議会をつくって、さまざまな法人がありますので、その中

でやっていきますので、一つの法人だけで考えるわけではないということです。そういう

中で対応できるものを対応していくと。対応できないものは、それは対応できないので、

それはなるべく対応してほしいという形になりますが、少しでも地域福祉が向上するよう

にする。実際それが、公費で対応できない分ですから、公費の拡大にならないようにとい

う意味でもやっていただきたいという趣旨であります。 

 

○永久評価者 いいですか。公費で対応できない部分でも公費を使ってしまうわけですか

ら、公費なわけですけれども、福祉事業をやっているところがやると理解したらよろしい

のですか。協議会でやることを決めて、その法人がやるということなのですか。 

 

○厚生労働省 今の社会福祉法人がやっていることではなくて、地域の協議会が地域ニー

ズがあればと。 

 

○永久評価者 協議会で決めて、でも、それの事業主体というのはどこがやるのですか。 

 

○厚生労働省 それは社会福祉法人です。 

 

○永久評価者 単純に現在やっているNPO法人とか何かに対して、お金を提供するとか、資

金供与するとかということはしないと。 

 

○厚生労働省 しないです。 

 

○永久評価者 ゼロからやるわけだから、うまいかどうかわからないですよね。今、実際

にやっている人たちに対して何らかの援助行為とか、支援をするというような形のほうが、

よほど効率がいいように思います。それも地域を越えて。先ほどの佐藤さんの話ではない

ですけれども、偏在している可能性がありますから。 
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○厚生労働省 NPO等と連携することはありますが、社会福祉法人が法人外にお金を出すと

いうことは基本的には考えておりません。 

 

○永久評価者 できないですよね。ということは、必ずしも効率がいい使われ方をすると

いう保証はないですよね。今、実際にやっている人たちにやってもらったほうが、それを

拡大してもらったほうが、よほどうまくやっているわけだし、初期投資も終わっているわ

けですから、そちらのほうが効率的と思えるのです。 

 

○市川次長 それは御指摘ということで、水上先生、続けていかがですか。 

 

○水上評価者 112ページに書かれている実践例というのは、既にやられている実績と理解

していいですか。 

 

○厚生労働省 これは現在、行っています。 

 

○水上評価者 つまり、まず、こういうことは行われていて、その上で内部留保は蓄積さ

れているということなのだと思うのです。つまり各社福は本当に必要だということは基本

やっているはずですよ。なぜなら社福の人はきっと立派な人が多いから、本当に地域に必

要な公益活動は、これまでだって別に禁止されていなかったのだから、やっていたはずで、

やっていてなおこれだけの内部留保が既にあるということですよね。 

 それにもかかわらず、今後、その内部留保を全部はき出して使ってくださいということ

を強制すると、どういうことかというと、国家が無駄遣いを強制しているということです

よね。だって必要なことはやっていたはずですから。必要なことはやっていたはずの人に、

それでも余っていたお金を無理やり使えと言うということは、無駄遣いしろと命令してい

るのとほとんど一緒ではないですか。もともとそれは国民負担で取り過ぎていたお金なの

ですよ。だとすると、それは余りにもともとの出が国民負担であるお金の使い方として不

合理だと思います。 

 

○市川次長 何か一言ございますか。 

 

○厚生労働省 それは無駄がないようにニーズがあるところにするということです。むし

ろ、たまっていたら無駄だと思います。 

 

○市川次長 ここでインターネット視聴者の御意見を御紹介いたします。 

 これにつきまして、御意見として、環境団体とか福祉法人に出資させるとかしたらいい

のではという御意見の一方で、一旦返上。返上というのは国に戻すということなのだと思
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いますが、両様の意見が来ているということを御紹介させていただきます。 

  

○佐藤評価者 すみません、お手間をとらせまして。 

 では、取りまとめのほうに入りたいと思います。テーマは「介護報酬改定における介護

職員の処遇改善と社会福祉法人のあり方」。 

 論点１は「介護職員確保に向けて、賃金改善に加え、職場環境や人材育成などを包括し

た明確で具体的なビジョンはあるのか」ということです。 

 選択肢は３つありますが、①「あるとは認められない」ないし「不十分」というのが５

名全員です。逆に②の「あると認められる」と③の「その他」はありませんでした。 

 ①「認められない」ないし「不十分」の中の内訳ですけれども、特に重点的に取り組む

べき課題というのがあります。これは複数回答です。 

 「ア 人材のすそ野拡大や多様な人材の参入促進」が４名。 

 「イ 入職した者の定着促進」が３名。 

 「ウ 意欲や能力に応じたキャリアパスの整備」が４名。 

 「エ 専門性の明確化・高度化による継続的な質の向上」が３名。 

 「オ 限られた人材を有効活用するための機能分化」が１名。 

 「カ 介護職員のためのビジョンや計画、その達成状況等をレビューシートに記載して

PDCAサイクルを確保するべき」が４名。 

 その他２名ということですから、つまり、全部やろうということですね。 

 論点２ですけれども「介護報酬改定は、処遇改善の必要性のほか、介護事業者の収支水

準、社会福祉法人の内部留保も踏まえる必要があるのではないか」ということで「①介護

報酬の改定に当たっては、社会福祉法人の多額の内部留保が蓄積するほど、介護事業者の

収支水準が他業種よりも構造的に高いと認められ、調整が必要」、これに答えている方が

５名全員です。 

 逆に「②調整の必要がない」という方はいませんでしたということです。 

 では、具体的な対応策ですけれども「ア 介護報酬全体を一律に下げるべき」という方

は１名でした。 

 「イ 介護サービスの種別ごとにメリハリをつけて介護報酬を改定すべき」が５名全員

です。 

 「ウ 介護職員の処遇改善が確実に行われるように措置すべきである」が４名。 

 その他はいませんでした。 

 論点３、今、議論になりました「社会福祉法人の内部留保活用の対象となる社会貢献活

動はいかにあるべきか」ということですけれども、５つ選択肢があります。複数回答です。 

 「①介護報酬に由来する内部留保は国庫に返納させるべき」が４名。 

 「②内部留保は基本的に介護職員の処遇改善に充てるべき」が１名。 

 「③公費等を原資とする内部留保が充当できる活動の範囲は、公費等を充てて実施して
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いる事業にのみ限定すべき」が４名。 

 「④厚労省の案のとおり、公費由来の内部留保を再投下対象財産として、公的給付の対

象でない活動にも充当していい」という方がゼロ。 

 「⑤社会福祉法人は現状でも社会貢献活動を行うことができるため、法律で義務づけま

ではしないで自発性に任せるべきだ」という方はゼロ。 

 その他というのは１名ということになります。 

 以上です。内容はまた後で公表になると思います。 

 

○市川次長 ありがとうございました。 

 以上でテーマ２についてのレビューを終えたいと思います。 

 文章の取りまとめは、また次のテーマの後で行います。どうもありがとうございました。 

  

（その後に発表されたとりまとめコメント） 
○市川次長 介護報酬についての取りまとめコメントについて、佐藤先生から御発表いた

だきます。 

 

○佐藤評価者 では、取りまとめの文章を読ませていただきます。 

 介護職員の確保については、賃金による処遇改善のみならず、人材の裾野の拡大や多様

な人材の参入促進、入職した者の定着促進、意欲や能力に応じたキャリアパスの整備、専

門性の明確化による質の向上など、各般の施策を総合的に講じる必要がある。 

 しかしながら、レビューシートにおいて、こうした諸政策に関するビジョンが明らかに

されているとは言いがたく、今後、増大が見込まれる介護職員の確保に向け、明確かつ具

体的なビジョンを定めるとともに、各般の施策の目標、その達成状況やそれを踏まえた改

善策等をレビューシート等において明らかにする必要があるのではないか。 

 また、離職の防止に向け、その原因等につき調査・分析をさらに進め、所要の対策を講

じる必要があるのではないか。 

 ２つ目です。介護報酬改定に当たっては、提供するサービスごとの収支差率の状況を踏

まえ、介護事業者の収支が適正化するよう介護報酬全体を引き下げるとともに、介護職員

の処遇改善が適切に図られるよう措置する必要があるのではないか。 

 ３つ目です。社会福祉法人は特別な地位を保障されており、民間事業者との対比は不適

当ではないか。 

 社会貢献活動は公費支出の本来の目的とは言いがたく、社会福祉法人制度の見直しに当

たっては、公費等を原資とした事業から生じた内部留保については国庫に返納する。国費

等を充てて現に実施している事業にのみ充当する。あるいは介護職員の処遇改善に充当す

ることとするべきではないか。 

 以上です。 
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○市川次長 ほかの先生方、何か御意見等々。 

 もしなければ、佐藤先生、これでよろしゅうございますか。 

 

○佐藤評価者 はい。 

 

○市川次長 それでは、これを取りまとめコメントとしていただきます。 
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